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納税者の英語および米ドル建て記帳に関するアップデート 
 
2015 年 1 月 7 日、外国語およびルピア以外の通貨による記帳手続き並びに法人納税者の法人税年次申

告書提出義務に関して、財務大臣規則 No.1/PMK.03/2015（以下「財務大臣規則第 1 号」）が従来の財

務大臣規則 No.196/PMK.03/2007 の改正版として公布されました。  
 
財務大臣規則第 1 号は、上記の手続きおよび義務に関して以下の状況下における新要件を規定していま

す。 

a) 納税者が既に国税総局長または地方税務署長等からの決定書を入手したが、当該決定書に毀損が

認められる場合や、内容が判読不能または当該決定書を紛失したケース 

b) 納税者が英語による米ドル建て記帳によって実施する政府との「契約」（例えば、生産分与契約

（PSC））を締結した場合で、契約期限が過ぎたケース 
 
英語による米ドル建て記帳の権利が継続して認められるためには、納税者は以下の条件を満たす必要が

あります。  

 a)のケースに該当する場合、決定書の再発行を要求する。  

 b)のケースに該当する場合、財務大臣規則第 1 号制定から 1 年以内（即ち 2016 年 1 月 6 日まで）

または関連契約期限超過から 1 年以内に、納税者が登記を行った管轄地域の地方税務署長に申請

書を提出する。 
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第 3 世代 CCoW および第 6・第 7 世代 CoW 企業の法人税率 
 
2014 年 11 月 24 日、国税総局は、第 3 世代石炭鉱業事業契約（以下「CCoW」）および第 6 世代・第 7 世代の鉱物に係る

（一般的に 1996 年から 2000 年の間に締結された）事業契約（以下「CoW」）を締結している納税者に適用される法人税率

に対する見解を述べた通達 No.44/PJ/2014（以下「国税総局通達第 44 号」）を公布しました。国税総局は、これらの納税者

には 30%の法人税率が適用されるとの見解を示しています。   
 
これらの納税者に適用される法人税率は長年に渡り問題となっていました。その背景として、CCoW/CoW の多くは、最高税

率を 30%としていた 1994 年法人税法を基に、契約条項が一般法に優先するフレームワークに立っており、契約中には「政

府規則」によるいかなる法人税率軽減をも適用すると明示されていた事実があります。（注：1994 年法人税法成立当時、既

に法人税率軽減実施が予期されていました。）   
 
ところが最終的には、法人税率の軽減は「政府規則」によらず法律制定という形で導入されたため、法人税率軽減を規定す

る法的文書が納税者に税率軽減の恩恵をもたらすか否かが議論されてきました。 
 
国税総局通達第 44 号は、国税総局の見解として、CCoW/CoW の契約中の「政府規則」への言及は狭義に解釈されるべき

ものであり、税率軽減についての法律文書は適用されるべきではないと明言しています。結果として法人税率 30%は継続し

て適用されるべきものと解釈されます。国税総局はさらに、当該問題に対して 25%の法人税率を適用してきた納税者（恐らく

月次の法人税分割納税を含む）に対しての注意喚起を指示しています。 
 
また、国税総局通達第 44 号は国税総局の見解を明示していますが、納税者の間で解釈に異議を唱える動きが出てくる可

能性もあります。それでもやはり、CCoW/CoW の当事者である納税者はこのような動向を踏まえ状況を再検討することが求

められます。 
 
 

PSC に対する付加価値税還付の新たな手続き 
 
政府規則 No.79/2010 （以下「政府規則第 79 号」）公布以前に締結された生産分与契約（以下「PSC」）では、一般的に契約

企業は、付加価値税（以下「VAT」）の回収ではなく、政府取り分からインプット VAT の“還付”を受ける権利を付与されていま

す。VAT 還付は同額ベース（dollar for dollar basis）であるため、コスト回収と比べて絶対的な財務上の利点があります。こ

の原則は、議論の余地はありますが、PSC における政府による全ての課税（所得税以外）からの契約企業の保護という初期

の目的に立ち戻るものです。 
 
2014 年 12 月 5 日、財務大臣規則 No.218/PMK.02/2014 （以下「財務大臣規則第 218 号」）が公布され、PSC による VAT
還付について新たな手続きが明確になりました。財務大臣規則第 218 号は 2015 年 2 月 2 日を発効日とし、財務大臣規則

No.64/PMK.02/2005（財務大臣規則第 64 号）に取って代わります。 
 
以下に VAT 還付に関する重要な変更点を要約します。 

a) 政府取り分には政府の FTP（ファースト・トランシェ・ペトロリアム）にかかる権利を含みません（従来この分野は不明確

であしたが、この解釈では還付の資金源が減ることになります） 

b) 還付は「タックス・クリアランス・ドキュメント（Tax Clearance Document）」による国税総局の確認を条件とします（従来、

税務当局は還付手続きに関する認証行為には関与していませんでした） 

c) 契約企業のいかなる「採掘量超過分（overlifting）」に対しても、SKK Migas（石油・天然ガス上流事業監督部局）が還

付権利と相殺する可能性があります（従来、overlifting は現金での精算が可能でした） 

d) SKK Migas からの完全な認証の取得に関する期限が設定されなくなります（従来は 45 営業日の期限が定められてい

ました）   
 
これらの取り決めは、SKK Migas 実施規則下で詳細が明確化される予定です。 
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追加の変更点として、LNG（液化天然ガス）処理から生じるインプット VAT は、他の VAT “非課税”または控除対象外の消

耗品と同様に、還付を受ける権利の範囲から除外されることが財務大臣規則第 218 号により示唆されています。この変更

点は適用範囲が未だ検討中である一方、インドネシア国内の複数の LNG 生産基盤に影響を与えると見られ、LNG 生産契

約の観点からも物議を醸すことも考えられます。現時点では、この原則がその他の“下流事業”の VAT インプットにも適用さ

れるかは不透明です。今後、この問題の動向を注視する必要があります。 
 

探査段階の PSC に対する土地・建物税の軽減 
 
インドネシア国内の石油・天然ガス生産に従事し、特に石油・天然ガス採掘の探査段階にある企業の支援を目的として、財

務大臣は当該セクターに対する土地・建物税（Pajak Bumi dan Bangunan/PBB）減税による優遇措置を規定する規則

No.267/PMK.011/2014（財務大臣規則第 267 号）を 2014 年 12 月 31 日付けで公布しました。 
 
当該優遇措置は地下構造物に対して認められ、当該部分にかかる土地・建物税の最大 100%までの税額を対象とし、2015
年以降に適用されます。石油・天然ガス事業者は当該優遇措置を享受するためには以下の要件を全て満たす必要がありま

す。 

a) 政府との PSC は 2010 年 12 月 20 日（即ち石油・天然ガス上流事業に係る還付可能な事業コストおよび所得税に関す

る政府規則 2010 年第 79 号の発効日）以降に締結されていること 

b) 課税物件申告書（Surat Pemberitahuan Objek Pajak/SPOP）を税務署に提出していること  

c) エネルギー鉱物資源大臣（MoEMR）によって土地・建物税課税物件は探査段階にあることが明記された推薦状を提出

すること 
 
当該優遇措置は PSC 締結日から 6 年を限度として 1 年毎に認可され、この適用期間は最大で 4 年間の延長が可能です

（エネルギー鉱物資源大臣からの推薦状の条件に依拠します）。 
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